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○一般競争入札案内書 
 

１．はじめに 
（１）入札参加に当たっては、本案内書を熟読のうえ、参加してください。 

 

（２）物件は、現状有姿（あるがままのすがた）の引渡しです。 

現況と本案内書の物件調書の内容が相違している場合、現況が優先し、契約後も現況

のままの引渡しとなります。 

なお、入札参加者は本案内書の物件調書等により、必ず現地及び法令に基づく諸条件

についての現地確認を行ってください。 

※ 現地確認に当たっては、近隣の迷惑とならないようご配慮願います。 

 

（３）公告の日以降、本案内書の記載事項に変更が生じた場合は、その内容を山梨県のホー

ムページに掲載します。 
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47,475 円／年 

２．一般競争入札の概要 
（１）概要 

「貸付料額」について、価格競争入札を実施して落札者を決定する一般競争入札です。 

 

（２）対象財産 

物件番号 貸付－３ 物件名称 旧商業用地 

所 在 地 北杜市大泉町西井出字石堂 

地  番 林 小 班 数量（ha） 

8240 番 7768 489-1 林班二 1 小班 ０．０１９２ 

  ０．０１９２ 

※詳細は「物件調書」を参照してください。 

 

（３）貸付期間及び契約種別 

①貸付期間は、建物の所有を目的とする場合においては、借地借家法第 23 条第 1 項及び

第 2 項に定める事業用定期借地権設定契約（10 年以上～50 年未満）、又は借地借家法

第 22 条に定める定期借地権設定契約（50 年以上）のうち借受人が希望する期間とし、

建物の所有を目的としない場合においては、10 年以内とします。 

②貸付期間には、開発等に係る許認可等手続、整地工事、建築工事及び原状復旧工事等に

要する期間を含みます。 

③建物の所有を目的とする場合においては、原則として、①に定める貸付期間の延長は

できません。ただし、貸付期間終了時において、本県が貸付地を他に利用する予定が

ない場合は、その時点において本県が別途定める貸付期間の範囲内で再契約を締結す

ることができます。 

④建物の所有を目的としない場合においては、最長で 10 年間の契約更新を可とする土地

賃貸借契約を締結します。 

 

（４）最低貸付料（年額） 

 

 

※国有資産等所在市町村交付金法（昭和 31 年法律第 82 号）に基づく交付金相当額を含む。 

※貸付料は、３年ごとに改定することができる。ただし、一般経済事情の変化又は土地価格

の変動により適正な時価に比し不相当と認めたときは、随時に改定することができるもの

とし、正当な理由がなければこれを拒むことはできない。 
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３．スケジュール 

 

  

 

入札の参加申込 

公告 

価格競争入札 

落札者決定 

賃貸借契約締結 

※定期借地権設定する場合は公正証書による 

契約保証金の納付 

定期借地権設定契約合意書締結 
建物の所有を目的としない場合 

建物の所有を目的とする場合 
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（詳細スケジュール） 
 

項   目 日    時 備  考 
項
目 

公告 令和８年６月 29 日（月）  − 

質問票の受付 公告の日から令和８年７月 17 日（金）  ７ 

入札参加受付 公告の日から令和８年７月 31 日（金）  
８ 

参加資格の確認通知 令和８年８月 14 日（金）まで  

入札保証金の納付 令和８年８月 28 日（金）まで  ９ 

価格競争入札 
令和８年８月 17 日（月）から令和８年９
月４日（金） 

 10 

開札 令和８年９月 10 日（木）  14 

落札者決定 令和８年９月 10 日頃  14 

契約保証金の納付 令和８年９月 25 日頃まで  16 

賃貸借契約締結 令和８年 10 月９日頃 
建物所有目的以外
の場合 

16 定期借地権設定合意書締結 令和８年 10 月９日頃 
建物所有目的 
の場合 

公正証書の作成 令和９年１月 29 日頃 
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４．一般競争入札の参加資格 
（１）入札参加者は次に掲げるすべての要件を満たしているものであることとします。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者（一

般競争入札の参加者の資格を有しない者）でないこと。 

② 公告の日以降に、「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領（平成 26 年

４月１日）」や「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領（平成 26 年２月

３日）」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

③ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て、又は民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき民事再生手続開始の申立てがなされている

者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと又は法人にあって

はその役員が暴力団員でないこと。 

⑤ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第

８条第２項第１号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構

成員又は当該構成員を含む団体でないこと。 

⑥ 法人にあっては、法人税、法人県民税、消費税及び地方消費税等の租税を滞納してい

る者でないこと。 

⑦ 個人にあっては、県税、市町村民税、消費税及び地方消費税等の租税について滞納が

ある者でないこと。 

⑧ 貸付料の他、当該事業の実施に必要な経費を確実に支払う資力・信用力を有する者

であること。 
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５．入札参加者の構成 
（１）入札参加者が個人の場合は、県との賃貸借契約を締結し、本物件を使用する単独の者

とし、複数の者が共同で参加することは認めません。 

 

（２）入札参加者が法人の場合は、県との賃貸借契約を締結し、本物件において事業を実施

する予定の単体企業であることを基本とします。 

 

６．落札者に付す条件 
（１）転貸及び借地権譲渡の禁止 

落札者は、契約締結日から貸付期間満了までの間において、県の承諾を得ないで転貸又

は借地権等を譲渡してはなりません。 

 

（２）公序良俗に反する使用等の禁止 

落札者は、次に掲げる用に使用してはなりません。 

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2 条

第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第 11 項

に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業の用 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団若しく

は法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている

者の事務所又はこれに類する施設の用 

③ 公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他近隣住民の迷惑となる目的の用 

 

（３）契約履行の調査等 

① 落札者は、契約締結日から貸付期間満了までの間、県が必要と認めるときは県がその旨を

通知した後、速やかに、財務諸表を提出しなければなりません。 

② 落札者は、契約締結日から建築物等をしゅん工させるまでの間、県が必要と認めるときは

３ヵ月毎に建設工事等の事業の進捗状況の報告を行うものとし、県による現地確認に協力

しなければなりません。 

③ 落札者は、貸付契約の相手方を選定又は決定する段階において県に対して提出した事業収

支計画に対して、県が必要と認めるときは当該時点までに把握する収支実績及び将来の収

支見通しが比較できる資料を提出しなければなりません。 

④ 落札者は、県による利用状況の現地確認に協力するほか、県がその業務若しくは資産の状

況に関して質問し、帳簿、書類その他の財産を調査し又は参考となるべき報告若しくは資

料の提出を求めたときは、これに協力しなければなりません。 

⑤ 落札者は、契約締結日から貸付期間満了までの間、県が必要と認めるときは県の指定する

書面及び法人登記の現在事項全部証明書等を県に提出しなければなりません。 

 

（４）違約金 

落札者は、上記（１）から（３）の条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金とし
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て県に支払わなければなりません。 

 

７．質問票の受付期間・提出方法及び回答方法 
一般競争入札について、質疑のある方は、次のとおり質問票を提出してください。 

 

（１）受付期間 

公告の日から令和８年７月 17 日（金） 17 時 00 分必着まで 

 

（２）提出方法 

「様式８」を作成のうえ、（３）提出先まで電子メールで提出してください。 

なお、質問票を提出する際は、提出先にあらかじめ電話により連絡してください。 

 

（３）提出先 

 

山梨県 森林環境部 森林環境政策課 県有林活用担当 

電子メール shinkan-ss@pref.yamanashi.lg.jp 

電話番号  ０５５－２２３－１６３３ 

 

（４）回答方法 

質疑者へ回答を行うとともに、山梨県のホームページにその内容を掲載します（なお、

意見の表明と判断されるもの、本事業への参加と直接関係ないと判断されるもの、回答を

掲載することが公正な競争を阻害すると判断されるもの等については、回答や掲載をしな

いことがあります。）。 
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８．一般競争入札の参加申込等 
入札参加希望者は、下記（２）に記載する提出資料一式を持参又は書留、簡易書留によ

る郵送によって提出してください。上記以外の方法での提出は受け付けません。持参によ

り提出する場合は、提出場所にあらかじめ連絡の上、提出してください。 

 

（１）受付期間 

公告の日から令和８年７月 31 日（金）まで（必着） 

※受付時間は９時００分から１２時００分及び１３時００分から１７時００分までと

し、土曜日、日曜日、祝日期間を除きます。 

 

（２）提出書類及び提出部数 

① 一般競争入札参加申込書（様式１）・・・・・・・・・・・・・・・１部 

② 印鑑証明書（発行後３ヵ月以内のもの）・・・・・・・・・・・・・１部 

③ 誓約書（様式３）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

④ 役員名簿（様式４）（法人のみ）・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

※ 法人が入札参加者となる場合には、役員等氏名一覧の提出が必要となりますので、様

式４を使用し、法人名及び法人の登記事項証明書に記載されている役員全員を記載し

てください。 

⑤ 恩賜県有財産貸付申請書（様式５）・・・・・・・・・・・・・・・１部 

⑥ 「４．一般競争入札の参加資格」を証する以下の書類・・・・・・各１部 

 

  

山梨県税納税証明書の原本
（山梨県内に本店若しくは
支店等を有す る法人又は
山梨県内に住所を有する個
人の場合に限る）

・申請⽇前３ヶ⽉以内（※申請⽇後も可）に発⾏された山梨県の県税（個人県⺠税及び地⽅消
費税を除く）すべての税目に未納がないことの証明書であること。写しは不可とする。
 ≪提出例≫
 ① 本店が山梨県内にある ⇒山梨県税に未納がないことの証明書
 ② 本店が山梨県外で山梨県内に支店等を有する ⇒山梨県税に未納がないことの証明書
 ③ 本店が山梨県外で山梨県内に支店等を有しない ⇒提出不要
※ 総合県税事務所、県税務課又は地域県⺠センターで証明書の交付を受けること。
※ 証明書の交付を受けるには、交付手数料として、１通４００円が必要となる。
※未納がある場合でも、その未納分について新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予
を受けている場合は、そのことが分かる許可通知書等の写しを合わせて提出すれば可とする。

個人の市町村⺠税・県⺠税
の証明書の原本（山梨県内
に住所を有する個人の場合
に限る）

・住所のある市町村が申請⽇前３ヶ⽉以内（※申請⽇後も可）に発⾏した個人の市町村⺠税・
県⺠税に未納の税額がないことの証明書であること。写しは不可とする。
 ※未納がある場合でも、その未納分について新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予
を受けている場合は、そのことが分かる許可通知書等の写しを合わせて提出すれば可とする。

消費税等の納税証明書又は
ｅ−Ｔａｘによる電⼦納税
証明書
（個人にあってはその３の
２、法人にあってはその３
の３）

・申請⽇前３ヶ⽉以内（※申請⽇後も可）に発⾏された消費税及び地⽅消費税に未納の税額が
ないことの証明書であること。
※未納がある場合でも、その未納分について新型コロナウイルス感染症の影響により納税の猶
予を受けている場合は、そのことが分かる許可通知書等の写しを合わせて提出すれば可とす
る。

貸借対照表（法人のみ） ・事業年度決算とする。
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（３）提出場所 

 

山梨県 森林環境部 森林環境政策課 県有林活用担当 

山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

電話番号 ０５５－２２３－１６３３ 

 

（４）提出書類作成に当たっての留意事項 

一般競争入札参加申込書の記載で、申込人のふりがな・生年月日・性別等の記載漏れが

ないよう、特にご注意ください。記載内容を書き損じたときは、書き直してください。 

また、法人による入札の場合は、役員等氏名一覧（※）の提出が必要となりますので、

記載漏れ及び提出漏れがないよう併せてご注意ください。 

なお、使用できる印鑑は印鑑登録されている印鑑（実印）のみとなります。 

（※）役員名簿（様式４）を使用し、法人名及び法人の登記事項証明書に記載されている役

員全員の「役職名・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・住所」を記載することとなります（法

人の登記事項証明書の提出では、無効となります。）。 

（５）入札参加資格の確認及び通知 

提出書類により、４．一般競争入札の参加資格の確認を行い、参加資格が認められた者

に対し令和８年８月 14 日（金）までに文書により通知します。 

 

９．入札保証金 
 

（１）入札保証金の納付 

  入札に参加される方は、入札保証金として入札する金額の１００分の５以上（円未満切

上）の金額を山梨中央銀行県庁支店にて納付してください。 

※入札保証金とは、誠実な入札参加者にのみ参加していただくために納めていただくもので、 

入札保証金の額が入札金額の１００分の５以上（円未満切上）の金額に達しない入札は、

無効となります。 

 

（２）入札保証金の納付方法等 

○ 別途送付する「保証金納付書」（保証金納付書・保証金保管証書・保証金保管証書預り証・

保管証書原符の四連のもの）に 19 ページの記入例を参考に納人欄の住所・氏名及び金額（そ

れぞれ４カ所）を記入し、左端の「保証金納付書」の納人欄及び右端の「保管証書原符」の

納人印鑑届の欄に押印し、現金を添えて、山梨中央銀行県庁支店に提示して、納付してくだ

さい。 

○ 山梨中央銀行県庁支店では、各片に保管証書番号を記入し、左から２番目の「保証金保管

証書」に保管した旨の押印をして、右端の「保管証書原符」を切り離した後、残りの「保証

金納付書・保証金保管証書・保証金保管証書預り証の三連のもの」を返してくれますので、

全てを 12（1）の入札期間中に入札書とともに提出してください。 
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（３）入札保証金の還付について 

○ 落札者以外の入札保証金は、開札後に還付する手続をとります。 

○ 落札者の入札保証金は、賃貸借契約締結後に還付する手続をとります。 

○ 提出された「保証金納付書・保証金保管証書・保証金保管証書預り証の三連のもの」のう

ち、「保証金保管証書」をお返しします。この「保証金保管証書」の下の欄に、最初に押印し

た「保管証書原符」の納人印鑑届と同じ印を押印し、山梨中央銀行県庁支店に提出することに

より、入札保証金は現金で還付されます。 

○ 返還を受ける際、返還を受ける方が営業者（営利法人又は不動産業者である個人など）であ

る場合には、収入印紙（１通につき２００円）の貼付が必要です。ただし、印紙税法上の非課

税法人又は個人で営業に関しない者の場合は必要ありません。また、銀行窓口にて身分証明

書（運転免許証等）の提示を求められることがあります。 

○ 「保証金保管証書」を紛失しますと、入札保証金の返還が受けられませんので、くれぐれも

ご注意ください。 

○ 入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間の利息について支払を請求す

ることはできません。 

○ 落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、入札者の入札保証金につ

いては返還することができません。 

ただし、開札後、落札者の決定を留保した場合に、入札者から落札決定前に入札を辞退

する旨の申出があった場合には、入札保証金を返還します。 

○ 落札者が落札物件の賃貸借契約を締結しないとき、又は落札決定後、入札に参加する資格

のない者であることが判明し、その入札が無効となったときなどは、入札保証金は違約金と

なりますので、お返しいたしません。 

○ 入札保証金は、契約締結に際し入札保証金充当承諾書（様式７）を提出することにより、契

約保証金に充当することができます。 

 

10．価格競争入札の実施 
入札者は、下記（３）に記載する提出書類一式を、書留又は簡易書留により郵送してく

ださい。上記以外の方法での提出は受け付けません。 

 

（１）入札期間 

  

  令和８年８月 17 日（月）から令和８年９月４日（金）まで（必着） 

  ※入札書の書き換え、引き換え、撤回はできません。 

 

（２）提出場所 

 

山梨県 森林環境部 森林環境政策課 県有林活用担当 

山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

電話番号 ０５５－２２３－１６３３ 
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（３）提出書類 

  ・入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

  ・「保証金納付書・保証金保管証書・保証金保管証書預り証の三連のもの」・・・・１式 

 

○ 中封筒（二重封筒を用いること）には物件ごとに入札書を入れて封印し、その表側に入

札者名、住所又は所在地及び物件番号を記載してください。 

○ 外封筒には、入札件名（恩賜県有財産一般競争入札）を記載するとともに、入札書在中

の旨を朱書きしてください。裏側又は表側下部に入札者名、住所又は所在地を記載してく

ださい。 

○ 複数物件の入札に参加する場合、中封筒は物件ごとに作成いただく必要があります。 

○ 郵送用の外封筒は １通とし、中封筒のほか、「保証金納付書・保証金保管証書・保証金

保管証書預り証の三連のもの」のすべてを同封してください。 
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（外封筒の記載例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（中封筒の記載例）※二重封筒を用いること 
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入札者名：●●●● 

住所又は所在地：○○○ 

物件番号：貸付−● 

 

朱
書
き
し
て
く
だ
さ
い 

４ ０ ０ ８ ５ ０ １ 



13 
 

11．入札について 
○ 入札には所定の入札書を使用します。 

○ 入札書には、黒又は青インクのボールペンや万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入して

ください。訂正が容易に可能な筆記用具（鉛筆やシャープペンシル、消せるインクを使用

したボールペン等）は使用できません。 

○ 誤字又は脱字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印してください。なお、金

額の訂正はできませんのでご注意ください。 

○ 入札金額はアラビア数字（算用数字）を使用し、円未満の端数は記入しないでください。

○ 代理人は、 １つの物件につき複数の入札を代理することはできません。 

○ 上記のほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札 

(2) 入札参加申込みをしなかった者がした入札 

(3) １人で１度に２通以上の入札書を提出した場合はその全部の入札 

(4) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が入札金額の１００分の５以上の額に達

しない者が行った入札 

(5) 入札書の金額を訂正した入札 

(6) 入札書の入札金額、氏名（法人にあっては商号名称及び代表者名）の確認しがたい

もの、押印のないもの、鉛筆書きのもの、その他主要な事項が誤字・脱字等により

意思表示が不明瞭なため識別しがたいもの 

(7) 入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正行為

をしたと関係職員が認める場合においての全部の入札 

(8) 入札に当たり他人を脅迫し、その他不正な行為があった者の入札 

(9) 入札に関し、県の担当者の指示に従わなかった者の入札 

(10) 前各号に掲げるもののほか「入札案内書」に規定する入札に関する条項に違反した

者の入札 

○ 入札書の提出後、入札を取り消すことや入札書の記載内容の変更はできません。 

 

12．入札金額 
入札金額は貸付料の年額を記入してください。 

 

13．入札の辞退 
○ 入札申込後に入札を辞退する場合は、入札書提出期限（令和８年９月４日（金））までに

「一般競争入札参加辞退届（様式２）」を、10.（2）の提出場所に提出してください。 

○ 令和８年９月４日（金）までに提出が間に合わない場合には、ご連絡ください。 

○ 入札書提出前に入札を辞退しても、これを理由として不利益な扱いを受けるものではあ

りませんが、落札決定後の契約辞退については、納付した入札保証金はお返ししません。 
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14．開札 
（１）開札日 

  

  令和８年９月 10 日（木） 午前 11 時 

 

（２）開札会場 

 

山梨県庁 本館８階 共用会議室 

（山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号） 

 

○ 開札会場で開札の状況をご覧いただくことができます。 

○ 開札日は入札書の投函はできません。必ず令和８年９月４日（金）までに書留又は簡 

易書留にてご提出ください。 

 

15．落札者の決定 
○ 開札の結果、県の定めた最低貸付料（年額）以上で、かつ、最高の価格をもって入札を

した者を落札者として決定します。なお、落札となるべき同価格の入札をした者が２者以

上あるときは、「くじ」によって落札者を決定します。 

○ 落札者には、開札終了後に貸付決定通知書及び入札保証金充当承諾書を郵送するととも

に、契約日等の協議を行います。 

○ 以下の場合は落札者の決定を留保することになります。 

 

落札者の決定を留保する場合 

県の定めた最低貸付料（年額）以上で最高の価格をもって入札した者が、入札要領第 10 

条に規定する警察当局等から排除要請のある者であるか否かについて確定していない場合

に、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保します。 

落札となる同価の入札者に落札候補者がいる場合には、当該落札候補者が排除要請のあ

る者であるか否かについて確定するまでは、くじ引きも留保します。 

なお、落札者の決定を留保した後から、落札者を決定するまでの間に「入札参加辞退届」

の提出があった場合、入札を辞退することができるので、全ての入札者へその旨を通知し

ます。 

 

落札者の決定を留保した場合の落札者の決定は、以下のとおりとなります。 

１．排除要請が行われなかった場合 

落札候補者を落札者と決定する。 

２．排除要請が行われた場合 

落札候補者の入札を無効とするとともに、県の定めた最低貸付料（年額）以上で入

札した他の者（警察当局から排除要請が行われなかった者に限る。）のうちから最高の
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価格をもって入札した者を落札者と決定する。 

くじ抽選方法 

 

落札となるべき同価格の入札をした者が ２者以上の場合は、以下の方法により落札者を

決定します。  

 

【抽選番号の決定方法】 

入札参加者が入札書を送付する際の書留郵便に割り当てられる郵便追跡サービスの個別番

号を使用して、くじ対象者に番号（以下「抽選番号」という。）を割り当てます。  

「抽選番号」の割り当て方法は以下のとおりです。  

(1)郵便追跡サービスの個別番号の下 4 桁を抽出する。（何らかの事情により郵便追跡サービ

スの個別番号が使用できない場合は、(2)、（3）で使用する全ての数字を９として取り扱

うものとする。）  

(2)下 4 桁の数字が小さい者から順に「抽選番号」を割り当てる。  

「抽選番号」は 0 からはじまり、順番に 0→1→2→3→…と順次割り当てる。  

(3)下 4 桁が同一の数字の場合は、下 5 桁目以降の数字を順次参照する。  

  

【落札者の決定方法】 

郵送された入札書に記入するくじ抽選用の 3 桁の任意のくじ番号を使用し、落札者を決定

します。落札者の決定方法は以下のとおりです。  

(1)同価格の入札書に記載された任意のくじ番号を合計する。（くじ番号が不明確または未記

入の場合は、９９９として取り扱うものとする。）  

(2)その合計数を同価格の入札者数で割り、「余り」の数字を算出する。この「余り」の数字

を落札者決定のくじの「当選番号」とする。  

(3)上記の「抽選番号」と「当選番号」の数字が一致した者を落札者とする。  

  

※各参加者のくじ番号（3 桁の任意の数）は、入札書に記載してください。  

 このくじ番号は、同価格での入札が無かった場合使用しません。  
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16．契約保証金 
契約保証金については、契約金額（貸付期間×貸付料年額）の１割を納付していただく

ことになります。 

（注） 

① 県の指定する方法にて納付していただきます。 

② 入札時に納付した入札保証金は契約保証金に充当することができます。 

③ 貸付期間に 1 年未満の端数がある場合は、1 年として算出します。 

  （例：貸付期間：9 年 6 ヶ月の場合、10 年） 

④ 契約保証金は、契約が終了し原状回復等の確認後、総額を一括で返還することとなります。 

⑤ 契約保証金には利息は付されません。 

 

17．契約の締結等 
（１）契約締結期限 

県と落札者における契約締結は、建物の所有を目的とする場合は、恩賜県有財産賃貸借

（定期借地権設定）合意書（案）（39 ページ～）、建物の所有を目的としない場合は恩賜県

有財産賃貸借契約書（案）（48 ページ～）（以下、「契約書等」という。）により、別に県

が指定する期日（以下「契約締結期限」という。）までに行います。 

 

（２）落札の無効 

契約締結期限までに契約書等による賃貸借契約が締結されない場合には、落札は無効

となり、入札保証金は県に帰属し、返還することはできませんのでご注意ください。 

 

（３）手続 

貸付料以外にも契約書等（県保管用のもの１部）に貼付する収入印紙等、本契約の締

結及び履行に関して必要な費用は落札者の負担となるので、併せてご用意ください。 

落札者との手続については、山梨県庁で行うので、契約手続に関する照会、書類の提

出については、「26．担当部局」までご連絡ください。 

 

（４）公正証書の作成 

・建物の所有を目的とする場合は、（１）恩賜県有財産賃貸借（定期借地権設定）合意書

（案）の内容を基に公正証書を作成します。 

・公正証書の作成費用は落札者が負担します。また、公正証書を作成する公証役場は県

が指定します。 

・公正証書の作成には、３ヶ月間程度の時間を要する可能性があります。 
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18．貸付料の納付方法 
貸付料は、県の発行する納入通知書又は口座振替により納付するものとします。 

19．契約結果の公表 
契約締結後、契約結果については、県のホームページに公表します。 

なお、公表する項目は次のとおりです。 

① 当該財産の所在地、登記地目、面積 

② 開札結果 

③ 落札者の氏名又は名称及び法人番号 

④ 契約相手方の氏名又は名称及び法人番号 

⑤ 契約年月日 

⑥ 年額貸付料 

⑦ 契約期間 

 

20．個人情報について 
入札の参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、警察当局等へ情報提供

等、入札参加資格の判断のための調査・照会資料として、入札事務のみに使用し、その他

の目的には一切使用しません。 

 

21．契約不適合について 
（１）落札者は、物件調書（30 ページ～）の内容及び現地の確認を行った上で、貸付土地を

借り受けるものとします。 

 

（２）落札者は、貸付土地に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契

約不適合」という。）を発見した場合であっても、契約不適合部分の存在を理由として、

貸付料の減免請求、損害賠償請求、本契約解除を行うことはできません。 

 

（３）落札者は、上記（２）の契約不適合部分の修補を自ら行った場合において、支出した

費用を県に償還請求することはできません。 

 

（４）上記（１）の「物件調書」及びその他の資料に記載された内容については、契約不適

合に該当しません。 

 

22．入札の中止について 
当該入札については、入札を中止する場合があります。入札中止となった場合、入札参

加予定者がそれまでに要した費用等の賠償に応じることはできませんので、あらかじめご
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了承ください。 

 

23．担当部局 
山梨県 森林環境部 森林環境政策課 県有林活用担当 

山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

電話番号 ０５５－２２３－１６３３ 

ファックス ０５５－２２３－１６３６ 

電子メール shinkan-ss@pref.yamanashi.lg.jp 
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○ 「保証金納付書」（保証金納付書・保証金保管証書・保証金

保管証書預り証・保管証書原符の四連のもの）の記入例 
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○ 様式集
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（様式１）一般競争入札参加申込書 
 

一般競争入札参加申込書 
 

令和  年  月  日  

 山梨県知事 長崎 幸太郎  殿 

 

 山梨県が実施する一般競争入札による恩賜県有財産の貸付について、入札案内書の内容を

承諾のうえ、次のとおり申し込みます。 

 

１ 申込者 

  住 所（所在地） 〒                                

  ふりがな 

  氏 名（法人名・代表者名）                      印 

   

電 話                

 

２ 物 件 

番号 物件所在地 
貸付面積

(ha) 
希望する貸付期間 

 
 

 
  

希望する契約種別（いずれかに○） 

借地借家法第 23 条第 1 項（第 2 項）・借地借家法第 22 条・借地借家法対象外 

 

注１）申込みに当たっては、本書に必要事項を記入のうえ、入札案内書に定める提出書類と合

わせて提出場所に持参されるか、書留又は簡易書留により送付してください。 

注２）契約種別には、「借地借家法第23条第1項（第2項）・借地借家法第22条・借地借

家法対象外」のいずれかに○をしてください。 

注３）申込者が法人の場合は、生年月日、性別の記載は不要です。別途、「役員名簿（様式４）」

を提出してください。 

注４）申込者が個人の場合は、生年月日、性別を記載してください。 
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（様式２）一般競争入札参加辞退届 

一般競争入札参加辞退届 

 
令和  年  月  日  

 山梨県知事 長崎 幸太郎  殿 

 

 

 私は、下記の物件についての一般競争入札の参加を申込しましたが、辞退します。 

 

１ 申込者 

  住 所（所在地） 〒                                

  ふりがな 

  氏 名（法人名・代表者名）                      印 

   

電 話                

  

２ 物 件 

物件番号 物件所在地 
貸付面積

(ha) 

 
 

 
 

 

 

 

注１）辞退届提出後は、辞退の取り下げはできません。 
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（様式３）誓約書 

誓  約  書 

 

私は、山梨県が実施する令和８年度（第３回）一般競争入札による未利用県有林野（土地）の

貸付の入札参加申込みに当たり、次の事項を誓約します。なお、４及び５の確認のため、山梨県

警察本部へ情報照会を行うことについて承諾します。また、照会で確認された情報は、今後、私

が県と行う他の契約等における身分確認に利用することに同意します。 

 

１ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者（一般競争入

札の参加者の資格を有しない者）ではありません。 

２ 公告の日以降に、「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領（平成２６年４月１

日）」や「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領（平成２６年２月３日）」に基

づく指名停止を受けている日が含まれている者ではありません。 

３ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て、又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申立てがなされている者（更生

手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。）ではありません。 

４ 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。 

 （１）暴力団 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

 （２）暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

 （３）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団又は暴力団員を利用している者 

 （４）暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しく

は積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者 

 （５）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 （６）製造委託等契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記

（１）から（５）までのいずれかに該当することを知りながら当該者と契約を締結して

いる者 

５ ４の（２）から（６）に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又

は個人ではありません。 

６ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条

及び第８条第２項に掲げる処分を受けている団体若しくは過去に受けたことのある団体及

びこれらに所属している者ではありません。 

７ 国税、都道府県又は市町村税等の租税を滞納している者ではありません。 

８ 入札に際し、恩賜県有財産の一般競争入札案内書、物件調書、恩賜県有財産定期借地権設定

合意書（案）若しくは恩賜県有財産賃貸借契約書（案）、入札物件の法令上の規制等、すべ

てを承知のうえ参加いたしますので、後日これらの事柄について山梨県に対し一切の異義及

び苦情を申し立てません。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

  山梨県知事 長崎 幸太郎  殿 

 

住   所 

（所在地） 

 

氏   名                   印 

（法人名・代表者名） 
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（様式４）役員名簿 

 

番

号 

法人名、商号、

名称等  
所在地 役職名 

フ 

リ 

ガ 

ナ 

氏名 
生 

年 

月 

日 

性別 備考 
(法人・団体等

のみ記載) 

（個人の場合は、

住所） 

（法人・団体

等のみ記載） 
(漢字表記) 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 
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（様式５）恩賜県有財産貸付申請書（山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則第 7 条の６関係） 

（ 昭３６規則８・全改、平１３規則６７・令６規則２１・一部改正 ） 
 
令和  年  月  日 

 
山梨県知事       殿 

 
                       住  所 
 
                       氏  名              印 
 
 

恩賜県有財産貸付申請書 
 

次のとおり貸付を受けたいので、山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則第７条の６第１項の規定に
より申請します。 

 
 
備 考 

注 １ この様式中括弧内の文字は、継続貸付けの場合であること。 
２「現在の状態」事項中継続貸付けの場合は、承認指令年月日及び番号を記載すること。 
３ 山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則第７条の６第２項に該当する場合は、必ず設計書（又は計画書）に許

可証、認可証その他承認書等の写しを添付すること。 
  

所  在  地 
面積 
ﾍｸﾀー ﾙ 

現在の 
状 態 

⽤ 途 
期    間 年     間 

郡 村 
市 町 

大 字 地 番 年月日から 
年月日まで 総 数 

料  金 
１㌶当たり 

総  額 
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(恩賜県有財産貸付申請書添付書類) 

 

計 画 書 
氏名又は名称：●●●●● 

(ｲ) 開発計画 

使用目的  

開発面積（㎡）  

構造  

階数・最高高さ  

建物の機能（商業、医療、健

康関連、業務、宿泊、教育、

子育て支援等の事業分類） 

 

(ﾛ) 開発手法  

(ﾊ) 運営計画  

(ﾆ) 関係法令等へ

の適合 
 

(ﾎ)その他  

 

※(ｲ) 開発計画の構造、階数・最高高さ、建物の機能については、借地借家法対象外の場合は記

載しない 
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（様式６）入札書 
 

入  札  書 
 

令和  年  月  日 

 

山梨県知事 長崎 幸太郎  殿 

 

入札者 

  住所（所在地）                       

 

氏名（法人名・代表者名）                印 

 

入札に付する土地 
番号 物件所在地 貸付面積(ha) 希望する貸付期間 

    

希望する契約種別（いずれかに○） 

借地借家法第 23 条第 1 項（第 2 項）・借地借家法第 22 条・借地借家法対象外 

 

恩賜県有財産の一般競争入札案内書等を承諾の上、上記の土地について、下記の金

額をもって入札します。 

 

入札金額    拾     千  百  拾 

        億  億  万  万  万  万  千  百  拾  円 

          
入札保証金         千  百  拾 

（入札金額の５％以上の額） 万  万  万  万  千  百  拾  円 

        
 

 

くじ番号 

 
注１） 金額の数字は黒インクで算用数字を用い、数字の頭に「￥」の記号を記入すること。 

注２） 金額の訂正は行わないこと。 

注３） 契約種別には、「借地借家法第 23 条第 1 項（第 2 項）・借地借家法第 22 条・借地借家

法対象外」のいずれかに○をすること。 

注４） くじ番号は、同価格での入札が無かった場合は使用しません。 
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（様式７）入札保証金充当承諾書 
第84号様式(第113条関係) 

 

 

 

山梨県知事 長 崎  幸 太 郎  殿 

令和  年  月  日 

落 札 者 

住 所（所在地） 

氏 名（法人名・代表者名） 

(代 理 人 ) 

住 所 

氏 名 

 

入札保証金充当承諾書 

 

入札保証金￥●●,●●●円をその入札に係る契約保証金￥●●●,●●●円に、

山梨県財務規則第１１３条第１項の規定により充当することを承諾します。 
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（様式８）質問票 

 

質  問  票 
１．質問者 

住所・所在地  

氏名・名称  

連絡担当者 

法人名 

部署名 

 

 

氏 名  

E-mail  

Tel  

 
２．質問内容 

質問の種類 
（該当するものに○） 

入札案内書について  ・  物件について  ・  その他 

ページ番号 
（入札案内書についての場合） 
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○ 物件調書 
 

・物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので､必ず入札参加者

ご自身において、現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。 

 

・現地確認にあたっては、近隣の迷惑とならないようご配慮願います。 

 

・現地説明は実施しません。 

 

・物件は､現状有姿（あるがままのすがた）の引渡しとなります。 

 

・現況と相違している場合、現況が優先します。 

 

・物件によっては、敷地内にフェンス、塀、柵等が設置されていますが、これらの工作物の補

修・改修・撤去・再築造及びその費用負担については、県は対応しません。 

 

・埋設物調査は実施していませんので、地中埋設物が存在している可能性があります。地中埋

設物が発見されたとしても、これらの撤去及びその費用負担については、県は対応しませ

ん。 

 

・物件によっては、上下水道設備、ガス設備が敷設されている可能性がありますが、経年劣化

による影響等については確認していません。これらの敷設設備の補修・移設・改修・撤去・

再築造及びその費用負担等については、県は対応しません。 

 

・物件の敷地内及び敷地上空又は隣接地等に電柱(電信柱・電柱付属物・電線等を含む)・支

線・ゴミ置き場・道路設置物(ガードレール等)・道路標識(カーブミラー等を含む)等がある

場合の移設・撤去等の可否等の取扱いについては、設置者又は管理者等にお問い合わせくだ

さい。県ではこれらについて対応しません。 

 

・開発等（建築を含む）にあたっては、都市計画法、建築基準法及び各地方公共団体の条例等

により指導がなされる場合もありますので、各関係機関にご照会ください。 

 

・当該入札物件につきましては、入札を中止する場合もございますので、あらかじめご了承願

います。 
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（物件表示等）

（物件概要）

その他
特記事項

－

－

－

－

契約等（有無・内容) 無 －

越境状況 越境（有無・内容) 無 －

土
地

物
的
情
報

画地条件

その他画地2 －

側方道路 背面道路

その他行政1 町づくり条例による建蔽率40％以下、容積率100％以下、最低敷地面積500㎡

その他行政2 －

権

利

情

報

第三者占有等 占有（有無・内容) 無 －

権利の付着等

行政的条件

区域 都市計画区域外 用途地域 －

土砂災害特別警戒区域 無 土砂災害警戒区域 無

洪水浸水想定区域 － 農業振興地域 －

自然公園法 無 －

周知の埋蔵文化財包蔵地 無 砂防指定地 無

地域地区 町づくり条例：森林共生区域、景観条例：山岳高原景観形成地域

立地適正化区域 無 居住誘導区域 － 都市機能誘導区域 －

－

指定建蔽率[%] － 地区計画 無 都市計画道路 無

指定容積率[%] － 基準容積率[%] － 特定道路距離[m]

無 インターネット環境 可

その他環境1 －

その他環境2 －

環境条件

上水道 有 下水道 有 都市ガス

その他接近1 －

その他接近2 －

日用品店舗 ひまわり市場 約6.0km 予備 － －

その他街路1 －

その他街路2 －

交通・接近条件

最寄駅 JR小海線甲斐大泉駅 駅からの距離 南 約50m

小学校 泉小学校 約5.7km 保育施設 いずみ保育園 約5.4km

インターチェンジ 長坂IC 約7.9km 公共機関 北杜市役所大泉支所 約5.4km

街路条件

主要道路

主道路の種類 市道 主道路の種類 － 主道路の種類 －

高低差 概ね等高 高低差 － 高低差 －

－ 舗装 －

接面方位 － 接面方位 －

幅員[m] 7.5 幅員[m] － 幅員[m] －

接面方位 東

舗装 有 舗装

－

中間画地

間口[m] 12 奥行[m] 16 形状 長方形地

その他画地1 －

地目（現況) 宅地 地勢 平坦地 接面関係

セットバックの有無 無 セットバック面積[㎡] － 予備

所在地番 北杜市大泉町西井出字石堂8240番7768 貸付面積[㎡] 192

林班 489-1 小班 ニ1 緯度 35.895811 経度 138.409593

台帳番号 物件番号 貸付-3 資産名称 旧商業用地
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物件番号 貸付－３ 

案 内 図 ①  

 
案 内 図 ②  

 
 

© OpenStreetMap contributors 

© OpenStreetMap contributors 
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現 況 写 真  

 写真① 

写真② 

写真③ 
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現 況 写 真  

 
写真④ 

写真⑤ 

写真⑥ 
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写 真 撮 影 方 向 図 

 

  

：写真撮影方向 

⑤ 

④ 

①  

② 

③ 

⑥ 
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実 測 図 
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県庁配置図 

 
 

 県庁本館８階配置図

 
  

Ｐ

議事堂

駐
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場

別  館

本館

防災新館
地下P

北別館

平
和
通
り

　
　
　
　
県
道
甲
府
山
梨
線

噴水広場

西口

東口

●●● ●●●

●●●

●●●

Ｐ

至甲府駅 Ｎ

県庁西立体
駐車場

●●●

環境整備課 

 

森林環境政策課 

県有林課 

自然共生推進課 

開札会場 
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○ 契約書等（案） 
・契約書等（案）は，契約の概要を説明したものであり，個別協議により内容を変更する場合

があります。 

 

（様式第１号） 恩賜県有財産定期借地権設定合意書（案）・・・建物所有目的 

（様式第２号） 恩賜県有財産賃貸借契約書（案）    ・・・建物所有目的以外 

 



39 

様式第１号（定期借地/一般競争入札用） 

 

恩賜県有財産賃貸借（定期借地権設定）合意書 (案) 

 

賃貸人 山梨県（以下「甲」という。）と賃借人 ●●●（以下「乙」という。）とは、恩賜

県有財産（以下「貸付土地」という。）について借地借家法（平成３年法律第 90 号。以下「法」

という。）第 22 条第 1 項の規定に基づく一般定期借地権【又は「第 23 条第１項」若しくは「第

23 条第２項」の規定に基づく事業用定期借地権】（以下「本件借地権」という。）の設定を目的

として、次の条項を内容とする賃貸借契約を令和●年●月●日までに公正証書により締結す

る。 

 

（貸付土地） 

第１条 貸付土地は、次のとおり。 

台帳番号●●● 

所在地  ●●●● 

地  番 林 小 班 地 目 
数量 

（ha） 
位  置 

●●番 
●●林班 

●●小班 
●● ●．●●●● 

別添図面の

とおり。   
合 計 ●．●●●● 

２ 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量

とすることを了承するものとし、実測による数量との間に差異が判明した場合も、その差異

を理由とする数量の変更は行わないものとする。 

（借地権の設定等） 

第２条 甲は、第１条に定める貸付土地を本契約に定める条件で乙に賃貸し、乙はこれを賃借

するものとし、本件借地権を設定する。 

２ 本件借地権は、賃借権とする。 

３ 本件借地権は、契約の更新（更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。）及び

建物の築造による期間の延長がなく、また、乙は甲に対し、建物の買取り請求はできない。 

４ 本件借地権については、法第４条から第８条まで、法第 13 条及び第 18 条並びに民法（明

治 29 年法律第 89 号）第 619 条の規定は、適用しないものとする。 

★借地借家法第 23 条第２項に基づく事業用定期借地（貸付期間：10 年～30 年未満）の場合に

は、第２条第４項について以下の条文とする。 

４ 本件借地権については、法第３条から第８条まで、法第 13 条及び第 18 条並びに民法（明

治 29 年法律第 89 号）第 619 条の規定は適用しないものとする。 

（使用目的等） 

第３条 乙は、貸付土地を貸付申請書に記載した●●●事業のための建物の所有目的にのみ使

用するものとする。 
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（目的外使用等の禁止） 

第４条 乙は、貸付土地を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、次の各号に

掲げる事項を厳守するものとする。ただし、甲の書面による承諾を受けたときは、こ

の限りでない。 

(1) 前条の使用目的に反して貸付土地を使用しないこと。 

(2) 貸付土地の形質を変更しないこと。 

(3) 貸付土地内にある立木竹（乙の所有に属するもの及びこの契約を締結した後に生 

育したものを含む。）を伐採し、又は除去しないこと（倒木、枯死木又は著しく損傷

した立木竹を伐採する場合及び施設又は森林の管理上必要な伐採の場合を除く。）。

（★立木売払い済みの場合は追加） 

（貸付期間） 

第５条 貸付期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までの●●年間とする。 

２ 前項に規定する貸付期間には、原状回復に要する期間を含む。 

（契約保証金） 

第６条 乙は、契約保証金として金●●●●（契約金額（貸付期間×貸付料年額）の 100 分の

10）円を甲に交付し、甲はこれを受領した。 

２ 前項の契約保証金は、第 29 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

３ 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。 

４ 甲は、乙が第 26 条に定める義務その他本契約に定める義務を履行したときは、乙の請求

により、貸付土地の明渡し完了日から３０日以内に第 1項に定める契約保証金を乙に還付す

ることとし、これを支払う。 

５ 甲は、第 1 項に定める契約保証金の全部又は一部について、賃料支払い、本件土地の原状

回復、損害賠償その他本契約から生じる一切の債務に充当することができるものとし、充当

した金額に相当する部分は甲に帰属するものとする。また、甲が本項に基づき契約保証金を

充当した場合には、乙は、直ちに充当した金額に相当する金額を甲に納付するものとする。 

（貸付料） 

第７条 貸付料は、次のとおりとし、乙は、甲に対し、第８条記載の方法で支払う。ただし、

貸付期間が１年に満たない場合は月割計算によるものとし、貸付期間に１月に満たない端数

がある場合はその端数の日数については日割計算によるものとする。 

貸 付 料 年 額 摘    要 

金●●●,●●●円 
国有資産等所在市町村交付金法（昭和 31 年法

律第 82 号）に基づく交付金相当額を含む。 

２ 前項の貸付料は、３年ごとに改定することができる。ただし、甲において一般経済事情

の変化又は土地価格の変動により適正な時価に比し不相当と認めたときは、随時に改定する

ことができる。 

３ 前項により貸付料を改定したときは、乙に通知するものとし、乙は、これに基づいて甲

に承諾書を提出するものとする。この場合において、乙は、正当な理由がなければ、これを

拒むことはできない。 
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（貸付料の納入方法） 

第８条 乙は、甲の発行する納入通知書又は口座振替により、前条記載の貸付料を支払う。 

２ 前項の規定は、前条第２項の規定により更新した貸付料の納付方法に準用する。 

（延滞違約金） 

第９条 乙は、貸付料を甲が指定する納期限までに納入しないときは、当該納期限の翌日から

納入した日までの日数につき、民法第 404 条第２項の法定利率で計算した金額を延滞違約

金として、甲に支払うものとする。 

（物件の引渡し） 

第 10 条 甲は、乙から初年度貸付料納入後、乙に物件の引渡しを行うものとする。この場合

において、乙は、現地に立ち会うものとする。 

（既納の貸付料） 

第 11 条 既に納入した貸付料は、還付しない。ただし、甲が乙に貸付土地の全部又は一部を

返還させることになったが、これが甲の都合による場合又は甲において乙の責に帰すべき

理由がないと認めた場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により還付する貸付料は、甲の算定によるものとし、利息はつけな

いものとする。 

（充当の順序） 

第 12 条 乙が、貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び

延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。 

（境界標の建設等） 

第 13 条 乙は、甲の指示により貸付土地の区域を示す境界標及び次の各号に掲げる内容を表示

した標識を設置し、当該区域に含まれる恩賜県有財産の境界標とともに維持保全に当たるも

のとする。 

(1) 所在地 

(2) 林小班 

(3) 用途及び面積 

(4) 貸付期間 

(5) 賃借人の住所及び氏名又は名称 

（建物の増改築等） 

第 14 条 乙は、貸付土地において建物の増改築等（建物の種類、構造等の変更を含む。）又は大

修繕をしようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 

（工作物の設置） 

第 15 条 乙は、貸付土地において建物以外の工作物の新設、改設又は増設をしようとするとき

は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。ただし、簡易な工作物については、この限り

でない。 

（維持保全義務） 

第 16 条 乙は、常に善良な管理者としての注意をもって貸付土地の維持保全に努めるものとす

る。 

２ 乙は、貸付土地の現状の変更、建物の建築又は建物以外の工作物の設置等その他の行為をす

ることについての関係行政庁の許認可等に条件が付されている場合は、その条件を遵守しなけ

ればならない。 
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３ 第１項に規定する貸付土地の維持保全に要する費用は全て乙の負担とし、乙は甲に対してそ

の償還を請求することができない。 

（届出の義務） 

第 17 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは直ちに甲に届け出るものとする。 

(1) 天災その他の事情により、貸付土地及び県有財産に異常を生じたとき。 

(2) 相続（法人にあっては、合併又は分割）による貸付土地の継承をしようとするとき。 

(3) 乙又は連帯保証人の住所又は氏名（名称）の変更があったとき。 

(4) 建物を解体し、又は工作物を撤去しようとするとき。 

(5) 簡易な工作物（あらかじめ甲との協議により届出が不要と判断されたものを除く。）を設置

しようとするとき。 

（実地調査） 

第 18 条 甲は、随時貸付土地に立ち入り、契約条件の履行状況等を調査することができるもの

とし、甲が必要と認める場合は、乙にその状況に関する資料又は報告を求めることができるも

のとする。 

２ 前項の規定による立入調査の場合は、あらかじめ乙にその旨を通知し、乙の立会いを求める

ものとする。 

３ 立入調査及び資料の提出、報告等に要する経費は、乙の負担とする。 

（契約履行の調査等） 

第 19 条 乙は甲に対して、本契約締結の日から第２５条に定める貸付期間満了の日まで、甲が

必要と認めるときは甲がその旨を通知した後速やかに、財務諸表を提出するものとする。 

２ 乙は甲に対して、本契約締結の日から建築物等をしゅん工させるまでの間、県が必要と認め

るときは３ヵ月毎に建設工事等の事業の進捗状況の報告を行うものとし、甲による現地確認

に協力するものとする。 

 

（土地の転貸） 

第 20 条 乙は、貸付土地を第三者に転貸しようとするときは、事前に、その理由を記載した

書面によって甲に申請し、その承諾を受けなければならない。 

（賃借権の譲渡） 

第 21 条 乙は、本件賃借権を第三者に譲渡しようとするときは、事前に、その理由を記載し

た書面によって甲に申請し、その承諾を受けなければならない。 

２ 乙は、本件賃借権を分割し、又は、本件賃借権、建物その他工作物の所有権若しくは保証

金返還請求権を分離して譲渡してはならない。 

３ 乙は、第 1 項の規定に基づき甲の承諾を得て本件賃借権を譲渡するときは、本契約の内

容、乙の甲に対する保証金返還請求権及び本契約に基づく乙の甲に対する一切の債務を、本

件賃借権を譲り受ける者に承継させなければならない。 

（転貸等に関する措置） 

第 22 条 乙が貸付土地を第三者に転貸する場合又は本件賃借権を第三者に譲渡する場合は、当

該第三者との間で締結する契約において、次の各号に掲げる条件を明示しなければならな

い。 
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(1) 建物の敷地が法第 22 条第１項の規定に基づく一般定期借地権【又は「法第 23 条第 １

項」若しくは「法第 23 条第２項」の規定に基づく事業用定期借地権】であり、第５条に定

める貸付期間の満了により借地権が消滅し、建物を取り壊すこと。 

(2) 第３条に規定する使用目的等を遵守すること。 

(3) 乙による報告及び資料の提出並びに甲による調査及び監査に協力すること。 

(4) 乙は、転貸した第三者が第 24 条第２項各号の一に該当していると認められる場合には、

何ら催告を要せず、転貸借契約を解除することができること。 

（転貸承諾料及び転借権譲渡承諾料） 

第 23 条 甲は、乙が貸付土地の転貸について甲の承諾を求めた場合において、第 20 条の規定に

よる承諾を与えるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか高い額に 10 分の 1 を乗じて

得た額を転貸承諾料として支払うことを条件に付すものとし、乙はこれを承諾するものとす

る。 

(1) 当該転貸借に係る土地価格に借地権割合を乗じて得た額 

(2) 当該転貸借に係る契約額 

２ 甲は、乙が転貸した第三者から転借権の譲渡について甲の承諾を求めた場合において、次の

計算式により算出した金額に 10 分の 1 を乗じて得た額を転借権譲渡承諾料として甲に支払う

ことを条件に付すものとし、乙はこれを承諾するものとする。 

土地価格×借地権割合の２乗×（１－借地権割合）／（（１－借地権割合）＋（借地権割合－借地権割合の２乗）） 

（名義書換承諾料） 

第 24 条 甲は、乙が本件賃借権の第三者への譲渡について甲の承諾を求めた場合において、第

21 条の規定による承諾を与えるときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか高い額に 10 分

の 1 を乗じて得た額を名義書換承諾料として支払うことを条件に付すものとし、乙はこれを承

諾するものとする。 

(1) 本契約に係る土地価格に借地権割合を乗じて得た額 

(2) 本契約に係る権利の譲渡又は移転に係る契約額（この額に建物に係る額が含まれている

場合には、当該契約額から建物に係る額を控除した額） 

（甲の契約解除権） 

第 25 条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、この契約を解除することができる。

ただし、甲との信頼関係が破壊されたときに限る。 

 (1) 乙において、この契約に違反したとき。 

 (2) 乙において、貸付料を６月分以上滞納したとき。 

 (3) 乙において、貸付土地を使用して行う第３条に規定する事業を廃止したとき。 

２  甲は、乙又は乙が転貸した第三者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき

は、前項の規定にかかわらず、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その

他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。）が、暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力

団（以下「暴力団」という。）又は同法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）であるとき。 
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(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき。 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

(6) 貸付土地、又は当該土地上に所在する建物その他工作物を暴力団若しくは法律の規定に

基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又

はこれに類する施設の用に使用したとき。 

３  甲は、第１項又は前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害

について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

４  乙は、第５条に規定する貸付期間が満了し、若しくは第１項又は第２項の規定により契約

を解除されたときは、貸付土地に乙が投資した改良費等を含む諸経費について損失があって

も甲に請求しないものとする。 

５  乙は、甲が第２項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたとき

は、その損害を賠償するものとする。 

（原状回復義務） 

第 26 条 乙は、第５条に規定する貸付期間が満了するときは、貸付期間が満了する日の６月

前までに甲に協議した上で貸付土地に付属させた物件を収去するとともに、収去跡地の保全

及び災害の防止のための緑化植栽を行い、甲の現地確認を受けた上で貸付期間が満了する日

までに貸付土地を返還しなければならない。ただし、継続貸付を受けている場合は、この限

りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が必要やむを得ないと認めるときは、乙は、甲が指定する日

までに前項に定める義務を履行すれば足りる。ただし、乙は、貸付期間が満了した日の翌日

から貸付土地を返還した日までの日数に応じて第７条第１項の貸付料を日割りで計算した額

を貸付料相当額として甲に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、前条第 1 項の規定により契約が解除されたときに準用する。この場合に

おいて第１項中「貸付期間が満了する日の６月前までに」とあるのは「直ちに」と、「貸付

期間が満了する日まで」とあるのは「甲が指定する日まで」と読み替えるものとする。 

４ 甲は、その必要がないと認めたときは、第 1 項から前項までに規定する原状回復義務の全

部又は一部について免除することができるものとする。 

５ 甲は、この契約の解除又は貸付期間満了に当たっては、貸付土地の面積、規模、その形質

変更の程度等から、乙の形質変更行為に起因する土砂の崩壊、流出等の災害又は甲の所有に

属する立木竹の被害発生状況若しくは緑化植栽木等の活着若しくは生育の状況についての経

過観察が必要と認める場合は、その経過観察に関する協定を双方協議の上で締結するものと

する。 

６ 甲は、乙が第１項又は第３項の規定による原状回復義務を履行しないときは、乙の負担に

おいてこれを行うことができるものとする。 

７ 乙は、第１項に定める貸付土地の原状回復に際して、原状回復に要する費用の償還、その

他如何なる名目においても、財産上の請求を一切行うことができない。 
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（立木竹の保護）（★立木売払い済みの場合は削除） 

第 27 条 貸付土地内にある甲の所有に属する立木竹（契約締結後に生育したものを含む。）は、

乙が無償で保護する責任を負うものとし、これを伐採し、又は除去してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条に規定する事業の遂行に支障となる立木竹については、甲

に協議し、必要に応じ甲に対して損失補償等を行うとともに、甲の指示に従い、これを除去す

ることができるものとする。 

（災害等の防止義務） 

第 28 条 乙は、貸付土地又はその周辺の恩賜県有財産（貸付土地の形質変更等に起因して被害

が発生し、又は発生するおそれのある周辺の恩賜県有財産又は貸付土地の維持保全のために施

設の措置を必要とする周辺の恩賜県有財産に限る。以下同じ。）において次のいずれかに該当

する事態が発生したときは、遅滞なく甲に届け出るとともに、貸付土地又はその周辺の恩賜県

有財産についてその復旧又は被害防止のための施設の設置その他の適切な措置を講じなければ

ならない。 

(1) 土砂の崩壊又は流出、火災等の災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

(2) 甲の所有に属する立木竹その他の地上物件又は乙の所有に属する建物その他の地上物件

に被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

２ 乙は、前項に規定する措置を講ずるときは、甲の指示に従わなければならない。甲から前項

に規定する措置を講ずるよう指導を受けたときも、同様とする。 

３ 乙は、第１項に規定する措置に要する費用を全て負担しなければならない。 

（安全確保義務） 

第 29 条 乙は、第３条に規定する事業が貸付土地又はこれに設置する施設を第三者の利用に供

することを目的とする場合には、その利用者の安全確保のため、貸付土地及びその周辺の恩賜

県有財産において、注意標識の設置、立入規制、危険木の処理その他の必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 乙は、前項に規定する措置を講ずるとき（第 26 条第２項又は前条第２項の規定により甲の

指示を受けて当該措置を講ずるときを除く。）は、甲の承認を受けなければならない。（★立木

売払い済みの場合は“又は”より前を削除） 

３ 乙は、第１項に規定する措置に要する費用を全て負担しなければならない。 

（損害賠償等） 

第 30 条 乙は、その責に帰すべき事由により貸付土地の全部又は一部に損害を与えたときは、

甲に対しその損害を賠償する責任を負う。 

２ 乙は、その責によらずに貸付土地若しくはその周辺の恩賜県有財産又は当該恩賜県有財産に

所在する立木竹その他の地上物件（次項において「貸付土地等」という。）に起因する損害を

受けた場合であっても、甲にその賠償を請求することができない。 

３ 乙は、貸付土地等に起因して第三者に損害を与えたときは、当該第三者にその損害を賠償す

る責任を負う。この場合において、乙は、甲に求償を求めることができない。 

４ 前項前段の場合において甲が乙に代わって損害を賠償したときは、甲は乙に求償することが

できる。 

５ 乙は、第１項及び第３項に規定する場合のほか、この合意書に定める義務を履行しないため

甲に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負う。 
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６ 乙は、賠償責任保険への加入等、第 1 項、第３項及び前項に規定する賠償責任に備えるもの

とする。 

７ 乙は、損害賠償の額に相当する額を納付期限までに納付しない場合には、山梨県分担金その

他の歳入金の延滞金徴収条例（昭和 39 年条例第 16 号）に基づき計算した金額を延滞金として

甲に支払わなければならない。 

（必要費、有益費の償還請求権の放棄） 

第 31 条 乙は、貸付土地に民法第 608 条第１項の必要費又は同条第２項の有益費を支出した場

合であっても、これを甲に償還請求しないものとする。 

（調査等による一時使用） 

第 32 条 甲及び甲の承認を受けた者は、貸付土地内を一時使用する必要がある場合は、貸付目

的を妨げない限度において無償で貸付土地を使用することができるものとする。 

（貸付料等滞納時の強制執行） 

第 33 条 乙は本契約に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、異

議なく承諾する。 

（信義誠実等の義務） 

第 34 条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 乙は、貸付土地が恩賜県有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなけ

ればならない。 

（貸付土地の取得） 

第 35 条 乙は甲に対して、貸付土地の取得要望を行うことはできない。 

（公正証書の作成費用） 
第 36 条 公正証書を作成する費用は、乙の負担とする。 

（事前使用の禁止）（★公正証書では削除。条ずれ注意） 

第 37 条 この合意書締結後、公正証書を作成するまでの間、乙は甲の許可を得ずに貸付土地

の使用をしてはならない。 

（裁判管轄） 

第 38 条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする甲府地方裁判所とす

る。 

（協議） 

第 39 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議し

てこれを定めるものとする。 

（法令の遵守） 

第 40 条 乙は、関係法令等を遵守し、工作物の設置等で許認可の必要なものは、許認可を

得た後設置すること。 

 

（その他） 

第 41 条 前各条のほか、貸付けの条件その他必要な事項は、山梨県恩賜県有財産管理条例

（昭和 24 年条例第 48 号）、山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則（昭和 28 年規則第

36 号）及び山梨県財務規則（昭和 39 年規則第 11 号）の定めるところによるものとす

る。 
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上記の合意を証するため本合意書２通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その１通を保有

する。 

 

 

令和●年●月●日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

 

山梨県知事   長崎   幸太郎    

                   

 

乙 住所（所在地） 

 

氏名（法人名・代表者名） 
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様式第２号（建物所有目的以外/一般競争入札用） 

 

恩賜県有財産賃貸借契約書 (案) 

 

賃貸人 山梨県（以下「甲」という。）と賃借人 ●●●（以下「乙」という。）は、次の条項

により土地賃貸借契約を締結する。 

 

（土地の表示） 
第１条 甲は、次に表示するところにより、恩賜県有財産（以下「貸付土地」という。）を乙に貸

し付けるものとする。 

台帳番号●●● 

所在地  ●●●● 

地  番 林 小 班 地 目 
実測面積 

ha 
位  置 

●●番 
●●林班 

●●小班 
●● ●．●●●● 別紙実測図

及び位置図

のとおり。 
  

合 計 ●．●●●● 

２ 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量と

することを了承するものとし、実測による数量との間に差異が判明した場合も、その差異を理

由とする数量の変更は行わないものとする。 

（借地借家法の適用除外） 
第２条 甲と乙は、本件契約が建物の所有を目的とするものではなく、借地借家法（平成３年法

律第 90 号）の適用を受けないものであることを相互に確認する。 

（使用目的） 
第３条 乙は、貸付土地を貸付申請書に記載した●●●事業のためにのみ使用するものとする。 

（目的外使用等の禁止） 
第４条 乙は、貸付土地を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、次の各号に掲げる事

項を厳守するものとする。ただし、甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。 

(1) 前条の使用目的に反して貸付土地を使用しないこと。 

(2) 貸付土地を転貸しないこと。 

(3) 貸付土地の賃借権を譲渡しないこと。 

(4) 貸付土地の形質を変更しないこと。 

(5) 貸付土地内にある立木竹（乙の所有に属するもの及びこの契約を締結した後に生育したも

のを含む。）を伐採し、又は除去しないこと（倒木、枯死木又は著しく損傷した立木竹を伐

採する場合及び施設又は森林の管理上必要な伐採の場合を除く。）。（★立木売払い済みの場

合は追加） 

（貸付の期間） 
第５条 土地の貸付期間は、次のとおりとする。 
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  令和●年●月●日から令和●年●月●日までの●●年間 

２ 前項に規定する貸付の期間には、原状回復に要する期間を含む。 

（貸付料） 
第６条 貸付料は、次のとおりとし、乙は、甲に対し、第７条記載の方法で支払う。ただし、貸付

期間が１年に満たない場合は月割計算によるものとし、貸付期間に１月に満たない端数がある

場合はその端数の日数については日割計算によるものとする。 

貸 付 料 年 額 摘    要 

金●●●円 
国有資産等所在市町村交付金法（昭和 31 年法律第

82 号）に基づく交付金相当額を含む。 

２ 前項の貸付料は、３年ごとに改定することができる。ただし、甲において一般経済事情の変

化又は土地価格の変動により適正な時価に比し不相当と認めたときは、随時に改定することが

できる。 

３ 前項により貸付料を改定したときは、乙に通知するものとし、乙は、これに基づいて甲に承

諾書を提出するものとする。この場合において、乙は、正当な理由がなければ、これを拒むこ

とはできない。 

（貸付料の納入方法） 
第７条 乙は、甲の発行する納入通知書又は口座振替により、前条記載の貸付料を支払う。 

（延滞違約金） 
第８条 乙は、貸付料を甲が指定する納期限までに納入しないときは、当該納期限の翌日から納

入した日までの日数につき、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 404 条第２項の法定利率で計算

した金額を延滞違約金として、甲に支払うものとする。 

（物件の引渡し） 

第９条 甲は、乙から初年度貸付料納入後、乙に物件の引渡しを行うものとする。この場合に

おいて、乙は、現地に立ち会うものとする。 

（境界標の建設等） 
第 10 条 乙は、甲の指示により貸付土地の区域を示す境界標及び次の各号に掲げる内容を表示し

た標識を設置し、当該区域に含まれる恩賜県有財産の境界標とともに維持保全に当たるものと

する。 

(1) 所在地 

(2) 林小班 

(3) 用途及び面積 

(4) 貸付期間 

(5) 賃借人の住所及び氏名又は名称 

（既納の貸付料） 
第 11 条 既に納入した貸付料は、還付しない。ただし、甲が乙に貸付土地の全部又は一部を返還

させることになったが、これが甲の都合による場合又は甲において乙の責に帰すべき理由がな

いと認めた場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により還付する貸付料は、甲の算定によるものとし、利息はつけないも

のとする。 
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（建物の増改築等） 
第 12 条 乙は、貸付土地において建物の増改築等（建物の種類、構造等の変更を含む。）又は

大修繕をしようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 

（工作物の設置） 
第 13 条 乙は、貸付土地において建物以外の工作物の新設、改設又は増設をしようとするとき

は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。ただし、簡易な工作物については、この限

りでない 

（維持保全義務） 
第 14 条 乙は、常に善良な管理者としての注意をもって貸付土地の維持保全に努めるものとす

る。 

２ 乙は、貸付土地の現状の変更、建物の建築又は建物以外の工作物の設置等その他の行為をす

ることについての関係行政庁の許認可等に条件が付されている場合は、その条件を遵守しな

ければならない。 

３ 第１項に規定する貸付土地の維持保全に要する費用は全て乙の負担とし、乙は甲に対して

その償還を請求することができない。 

（実地調査） 
第 15 条 甲は、随時貸付土地に立ち入り、契約条件の履行状況等を調査することができるもの

とし、甲が必要と認める場合は、乙にその状況に関する資料又は報告を求めることができる

ものとする。 

２ 前項の規定による立入調査の場合は、あらかじめ乙にその旨を通知し、乙の立会いを求める

ものとする。 

３ 立入調査及び資料の提出、報告等に要する経費は、乙の負担とする。 

（契約の解除） 
第 16 条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、この契約を解除することができる。 

(1) 国又は県若しくは他の地方公共団体において公用、公共用又は県の企業若しくは公益事業

の用に供するため必要を生じたとき。 

(2) 乙において、この契約に違反したとき。 

(3) 乙において、貸付料を６月分以上滞納したとき。 

(4) 乙において、貸付土地を使用して行う第３条に規定する事業を廃止したとき。 

(5) 乙又は乙が転貸した第三者（乙が法人等（法人及び法人でない団体で代表者又は管理人の

定めがあるものをいう。）である場合は、当該法人等、その役員、代表者又は管理人）が次

の各号のいずれかに該当するものであることが判明したとき。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２

号に規定する暴力団（ウにおいて「暴力団」という。） 

イ 同法第２条第６号に規定する暴力団員（ウにおいて「暴力団員」という。） 

ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

(6) 前号のイ又はウに該当する者が、乙の経営に実質的に関与していることが判明したとき。 

２ 乙は、第５条に規定する貸付期間が満了し、又は前項の規定により契約を解除されたときは、

貸付土地に乙が投資した改良費等を含む諸経費について損失があっても甲に請求しないもの

とする。 



51 

（原状回復義務） 
第 17 条 乙は、第５条に規定する貸付期間が満了するときは、貸付期間が満了する日の６月前

までに甲に協議した上で貸付土地に付属させた物件を収去するとともに、収去跡地の保全及

び災害の防止のための緑化植栽を行い、甲の現地確認を受けた上で貸付期間が満了する日ま

でに貸付土地を返還しなければならない。ただし、継続貸付を受けている場合は、この限りで

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲が必要やむを得ないと認めるときは、乙は、甲が指定する日ま

でに前項に定める義務を履行すれば足りる。ただし、乙は、貸付期間が満了した日の翌日から

貸付土地を返還した日までの日数に応じて第６条第１項の貸付料を日割りで計算した額を貸

付料相当額として甲に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、前条第 1 項の規定により契約が解除されたときに準用する。この場合にお

いて第１項中「貸付期間が満了する日の６月前までに」とあるのは「直ちに」と、「貸付期間

が満了する日まで」とあるのは「甲が指定する日まで」と読み替えるものとする。 

４ 甲は、その必要がないと認めたときは、第 1項から前項までに規定する原状回復義務の全部

又は一部について免除することができるものとする。 

５ 甲は、この契約の解除又は貸付期間満了に当たっては、貸付土地の面積、規模、その形質変

更の程度等から、乙の形質変更行為に起因する土砂の崩壊、流出等の災害又は甲の所有に属す

る立木竹の被害発生状況、緑化植栽木等の活着若しくは生育の状況についての経過観察が必要

と認める場合は、その経過観察に関する協定を双方協議の上で締結するものとする。 

６ 甲は、乙が第１項又は第３項の規定による原状回復義務を履行しないときは、乙の負担にお

いてこれを行うことができるものとする。 

（届出の義務） 
第 18 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは直ちに甲に届け出るものとする。 

(1) 天災その他の事情により、貸付土地及び県有財産に異常を生じたとき。 

(2) 相続（法人にあっては、合併又は分割）による貸付土地の継承をしようとするとき。 

(3) 住所又は氏名（名称）の変更があったとき。 

(4) 建物を解体し、又は工作物を撤去しようとするとき。 

(5) 簡易な工作物（あらかじめ甲との協議により届出が不要と判断されたものを除く。）を設

置しようとするとき。 

（立木竹の保護）（★立木売払い済みの場合は削除） 

第 19 条 貸付土地内にある甲の所有に属する立木竹（契約締結後に生育したものを含む。）は、

乙が無償で保護する責任を負うものとし、これを伐採し、又は除去してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条に規定する事業の遂行に支障となる立木竹については、甲

に協議し、必要に応じ甲に対して損失補償等を行うとともに、甲の指示に従い、これを除去す

ることができるものとする。 

 

（災害等の防止義務） 
第 20 条 乙は、貸付土地又はその周辺の恩賜県有財産（貸付土地の形質変更等に起因して被害

が発生し、又は発生するおそれのある周辺の恩賜県有財産又は貸付土地の維持保全のために

施設の措置を必要とする周辺の恩賜県有財産に限る。以下同じ。）において次のいずれかに該

当する事態が発生したときは、遅滞なく甲に届け出るとともに、貸付土地又はその周辺の恩
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賜県有財産についてその復旧又は被害防止のための施設の設置その他の適切な措置を講じな

ければならない。 

(1) 土砂の崩壊又は流出、火災等の災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

(2) 甲の所有に属する立木竹その他の地上物件又は乙の所有に属する建物その他の地上物件

に被害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 

２ 乙は、前項に規定する措置を講ずるときは、甲の指示に従わなければならない。甲から前

項に規定する措置を講ずるよう指導を受けたときも、同様とする。 

３ 乙は、第１項に規定する措置に要する費用を全て負担しなければならない。 

（安全確保義務） 
第 21 条 乙は、第３条に規定する事業が貸付土地又はこれに設置する施設を第三者の利用に供

することを目的とする場合には、その利用者の安全確保のため、貸付土地及びその周辺の恩

賜県有財産において、注意標識の設置、立入規制、危険木の処理その他の必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 乙は、前項に規定する措置を講ずるとき（第 18 条第２項又は前条第２項の規定により甲の

指示を受けて当該措置を講ずるときを除く。）は、甲の承諾を受けなければならない。（★立

木売払い済みの場合は“又は”より前を削除） 

３ 乙は、第１項に規定する措置に要する費用を全て負担しなければならない。 

（損害賠償等） 
第 22 条 乙は、その責に帰すべき事由により貸付土地の全部又は一部に損害を与えたときは、

甲に対しその損害を賠償する責任を負う。 

２ 乙は、その責によらずに貸付土地若しくはその周辺の恩賜県有財産又は当該恩賜県有財産

に所在する立木竹その他の地上物件（次項において「貸付土地等」という。）に起因する損害

を受けた場合であっても、甲にその賠償を請求することができない。 

３ 乙は、貸付土地等に起因して第三者に損害を与えたときは、当該第三者にその損害を賠償す

る責任を負う。この場合において、乙は、甲に求償を求めることができない。 

４ 前項前段の場合において甲が乙に代わって損害を賠償したときは、甲は乙に求償すること

ができる。 

５ 乙は、第１項及び第３項に規定する場合のほか、この契約書に定める義務を履行しないため

甲に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負う。 

６ 乙は、賠償責任保険への加入等、第１項、第３項及び前項に規定する賠償責任に備えるも

のとする。 

７ 乙は、損害賠償の額に相当する額を納付期限までに納付しない場合には、山梨県分担金そ

の他の歳入金の延滞金徴収条例（昭和 39 年条例第 16 号）に基づき計算した金額を延滞金と

して甲に支払わなければならない。 

 

（必要費、有益費の償還請求権の放棄） 
第 23 条 乙は、貸付土地に民法第 608 条第３項の必要費又は同条第 2 項の有益費を支出した場

合であっても、これを甲に償還請求しないものとする。 

（継続貸付） 
第 24 条 乙は、継続貸付を受けようとするときは、貸付期間が満了する日の６月前までに、甲

に申請するものとする。 
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（調査等による一時使用） 
第 25 条 甲及び甲の承諾を受けた者は、貸付土地内を一時使用する必要がある場合は、貸付目

的を妨げない限度において無償で貸付土地を使用することができるものとする。 

（契約保証金） 
第 26 条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金（契約金額（貸付期間×貸付料年額）

の 100 分の 10）円を甲に納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金は、第 21 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

３ 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。 

４ 甲は、乙が第 16 条に定める義務その他本契約に定める義務を履行したときは、乙の請求に

より遅滞なく第１項に定める契約保証金を乙に還付する。 

５ 甲は、第１項に定める契約保証金の全部又は一部について、賃料支払い、本件土地の原状回

復、損害賠償その他本契約から生じる一切の債務に充当することができるものとし、充当した

金額に相当する部分は甲に帰属するものとする。また、甲が本項に基づき契約保証金を充当し

た場合には、乙は、直ちに充当した金額に相当する金額を甲に納付するものとする。 

（裁判管轄） 
第 27 条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする甲府地方裁判所とする。 

（協議） 
第 28 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議してこ

れを定めるものとする。 

（法令の遵守） 
第 29 条 乙は、関係法令等を遵守し、工作物の設置等で許認可の必要なものは、許認可を得た

後設置すること。 

（その他） 
第 30 条 前各条のほか、貸付けの条件その他必要な事項は、山梨県恩賜県有財産管理条例（昭

和 24 年条例第 48 号）、山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則（昭和 28 年規則第 36 号）及び

山梨県財務規則（昭和 39 年規則第 11 号）の定めるところによるものとする。 
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上記契約を証するため、本書２通を作成し、甲、乙各１通を保有するものとする。 

 

 

令和●年●月●日 

 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

 

山梨県知事   長崎   幸太郎    

                   

 

乙 住所（所在地） 

 

氏名（法人名・代表者名） 

 


